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新潟市文化創造交流都市ビジョンの実施状況（令和２年度） 
 
 全所属を対象に「文学や音楽、美術、演劇、舞踊などの芸術のほか、メディア芸術、

伝統芸能、生活文化（生け花やお茶）、歴史文化などに関連する事業」について前年

度の実施状況と今年度の実施予定概要を調査。本調査は毎年実施。 
 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くは事業内容を変更し

ての実施となった。また一部のみの実施、事業の中止を余儀なくされたものも多数

あった。 
 

【全 体】 

基本方針 事業数※ 実施 
一部 

実施 
未実施 

【基本方針１】 

市民の文化芸術活動を支援し、次世代

への継承を進めます 

１８９ 

（１８１） 

１０８ 

（１６５） 

５２ 

（１６） 

２９ 

（０） 

【基本方針２】 

新潟市らしい文化の発信と交流によ

り世界の中での存在感を高めます 

３７ 

（３９） 

１７ 

（３１） 

１１ 

（７） 

９ 

（１） 

【基本方針３】 

文化の力を活用して都市の活力創出

と成長を目指します 

３４ 

（３２） 

２５ 

（２９） 

７ 

（３） 

２ 

（０） 

計 
２６０ 

（２５２） 

１５０ 

（２２５） 

７０ 

（２６） 

４０ 

（１） 

（ ）内は令和元年度実績  ※事業数には再掲を含む。 
【部・区別事業数】 

部・区 基本方針１ 基本方針２ 基本方針３ 計 実施 一部実施 未実施 

市民生活部 １ ０ １ ２ ２ ０ ０ 

文化スポーツ部 ６６ １６ １９ １０１ ７５ １７ ９ 

観光・国際交流部 １０ ５ １ １６ ４ １０ ２ 

福祉部 ３ ０ ３ ６ ３ ３ ０ 

こども未来部 ３ ０ ０ ３ ３ ０ ０ 

経済部 ２ ２ ４ ８ ６ ２ ０ 

農林水産部 ８ ７ ３ １８ １０ ５ ３ 

都市政策部 ０ １ ０ １ ０ ０ １ 

北区 １１ １ ０ １２ ２ ７ ３ 

東区 ２ ０ ０ ２ ０ ２ ０ 

中央区 ９ ２ ０ １１ ５ １ ５ 

江南区 ８ ０ ０ ８ ３ ３ ２ 

秋葉区 １０ １ ２ １３ ６ ３ ４ 

南区 １９ ２ ０ ２１ １０ １０ １ 

西区 ６ ０ ０ ６ ５ １ ０ 

西蒲区 １３ ０ ０ １３ ４ １ ８ 

教育委員会 １８ ０ １ １９ １２ ５ ２ 

計 １８９ ３７ ３４ ２６０ １５０ ７０ ４０ 

資料３－① 

※事業数には再掲を含む。 
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【基本方針１】市民の文化芸術活動を支援し、次世代への継承を進めます 

○ すべての市民が、気軽に文化芸術を鑑賞・創作・体験・発表できる機会を創出し、

子どもや若者、市民の様々な文化芸術活動を支援するとともに、文化芸術の持続

的な発展と次世代への継承を進める取り組みを行った。 
 

施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（１）市民が主体の文化芸術活動への支援 ８１ ４２ ２６ １３ 

 

子どもや高齢者、障がい者など全ての市民が、気軽に

文化芸術を鑑賞・創作・体験・発表できる機会を充実し

ます。 
33 17 11 5 

地域の自然や歴史、文化の魅力を再発見し、地域への

誇りや愛着づくりにつながる取り組みを市民と協働で進

めます。 
35 16 11 8 

文化芸術活動を通じて、障がい者などの社会参画を促

進します。 
3 2 1 0 

市民、NPO、企業、大学など多様な主体が行う文化芸術

活動への支援を強化していきます。 
10 7 3 0 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

市民生活部（１）、文化スポーツ部（２３）、観光・国際交流部（５）、福祉部（３）、こども未来部（２）、 

農林水産部（６）、北区（３）、東区（１）、中央区（５）、江南区（４）、秋葉区（４）、南区（６）、西区（３）、 

西蒲区（７）、教育委員会（８） 

 

【主な事業】 

●すべての市民が気軽に文化芸術を鑑賞・創作・体験・発表できる機会を充実 

・子どものための芸術文化体験事業（文化政策課） 

・北区フィルハーモニー管弦楽団ファミリーコンサート（北区産業振興課）  

・西区アートプロジェクト（西区地域課） ほか 

●地域の自然や歴史、文化の魅力を再発見し、誇りや愛着づくりにつながる取り組みを市民と協

働で推進 

・福島潟自然文化祭（北区産業振興課） 

・東区歴史浪漫プロジェクト（東区地域課） 

・わらアートまつり（西蒲区産業観光課） ほか 

●文化芸術活動を通じて、障がい者などの社会参画を促進 

・文化芸術による共生社会推進事業（文化政策課） 

・福祉バスの運行（高齢者支援課・障がい福祉課） ほか 

●多様な主体が行う文化芸術活動への支援強化 

・水と土の宝物活用事業（市民プロジェクト）（文化政策課） 

・文化活動デジタル化支援事業（機材貸出事業）（文化政策課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む 
 



 3 / 9 
 

施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（２）文化創造拠点の活性化 ３３ ２３ ７ ３ 

 

新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）や新潟市美術館

といった専門性の高い施設では、市民の芸術文化活動

を支援するとともに、質の高い舞台芸術や展覧会の開

催などにより、先進的な文化創造を国内外に発信しま

す。 

3 3 0 0 

地域の文化施設では、住民主体の取り組みが容易にな

るよう支援します。 
12 8 2 2 

文化施設の専門性を活かした次世代の育成や文化芸

術をより広く市民に届ける活動を推進します。 
16 11 4 1 

各施設の発信力を高めるとともに、多様な文化的特徴を

もつエリア内のゆるやかなネットワーク化により、エリアの

魅力を際立たせます。 
2 1 1 0 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（１７）、北区（５）、東区（１）、中央区（１）、江南区（３）、秋葉区（２）、南区（１）、 

西蒲区（１）、教育委員会（２） 

 

【主な事業】 

●専門性の高い施設での質の高い舞台芸術や展覧会の開催により、先進的な文化創造を 

国内外に発信 

・舞踊事業 新潟発創造事業（文化政策課） 

・演劇・新潟発創造事業（文化政策課） 

・企画展の開催（新潟市美術館）  ほか 

●地域の文化施設で住民主体の取り組みが容易になるように支援 

・北区うたの祭典（北区産業振興課） 

・石油文化普及啓発事業（秋葉区地域総務課） ほか 

●文化施設の専門性を活かした次世代の育成や文化芸術をより広く市民に届ける活動を推進 

・登録アーティスト及び演劇スタジオ APRICOT によるアウトリーチ事業（文化政策課） 

・教育普及事業の実施（新潟市美術館、新津美術館） ほか 

●文化的特徴をもつエリア内のゆるやかなネットワーク化により、エリアの魅力を際立たせる 

・文化施設等を活用した伝統文化 PR 事業（中央区地域課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む。 
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施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（３）子どもや若者、アーティスト・クリエイタ

ーの育成・支援 
２２ １２ ８ ２ 

 

子どもの豊かな感性や創造力を育むため優れた文化芸

術に触れる機会、伝統芸能や文化遺産に親しむ機会を

充実します。 
12 7 4 1 

文化施設の専門性を活かした次世代の育成を推進しま

す。 
3 1 2 0 

創造的な活動を行う若者の活動を積極的に支援し、文

化芸術を創造し支える人材の育成・支援を進めます。 
5 2 2 1 

アーティストやクリエイターの滞在を伴う活動拠点や発表

機会を創出し、その活動を支援することで、創造性に富

んだ人材が集まりやすい環境づくりを進めます。 
2 2 0 0 

 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（１０）、こども未来部（１）、農林水産部（１）、北区（２）、南区（１）、西区（２）、 

教育委員会（５） 

 

【主な事業】 

●子どもが優れた文化芸術に触れ、伝統芸能や文化遺産に親しむ機会を提供 

・水と土の宝物活用事業（こどもプロジェクト）（文化政策課） 

・本物の舞台芸術鑑賞事業（学校支援課） 

・子ども体験活動・ボランティア活動推進事業（中央公民館） ほか 

●文化施設の専門性を活かした次世代の育成【再掲基本方針 1（2）】 

・北区少年少女合唱団活動支援（北区産業振興課） ほか 

●創造的な活動を行う若者の活動を支援し、文化芸術を創造し支える人材を育成・支援 

・にいがたマンガ大賞の開催（文化政策課） 

・マンガ家志望者支援事業（文化政策課） 

・若手料理人育成支援事業（食と花の推進課） ほか 

●アーティストやクリエイターの滞在を伴う活動拠点や発表機会の創出 

・芸術創造村・国際青少年センター事業（文化政策課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む。 
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施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（４）地域文化の継承と発展 ５３ ３１ １１ １１ 

 

有形無形文化遺産の収集・保存・調査・研究を継続的

に行います。 
9 9 0 0 

地域文化の担い手育成を支援するとともに、郷土芸能

の発表機会の充実など積極的な活用を図ります。 
23 9 5 9 

有形文化遺産の魅力を積極的に発信し、その価値の再

認識を図るとともに、特色ある文化資源として活用を進

めます。 
21 13 6 2 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（１６）、観光・国際交流部（５）、経済部（２）、農林水産部（１）、北区（１）、 

中央区（３）、江南区（１）、秋葉区（４）、南区（１１）、西区（１）、西蒲区（５）、教育委員会（３） 

 

【主な事業】 

●有形無形文化遺産の収集・保存・調査・研究 

・文化財保護調査事業（歴史文化課） 

・史跡古津八幡山遺跡の保存整備と活用（歴史文化課）  ほか 

●地域文化の担い手育成支援と郷土芸能の発表機会の充実 

・郷土芸能支援（観光政策課） 

・江南区郷土史学習支援（江南区産業振興課） 

・かぐら in 笹川邸（南区産業振興課） ほか 

●有形文化遺産の魅力を積極的に発信し、特色ある文化資源として活用 

・天然記念物鳥屋野逆ダケの藪管理活用事業（歴史文化課） 

・未来につなぐ文化プロジェクト（南区地域総務課） ほか 
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【基本方針２】新潟市らしい文化の発信と交流により世界の中での存在感を高めます 

○ これまで育て、磨き上げてきた本市らしい様々な文化を戦略的に国内外に発信す

ることで、国際的なブランドの確立やシビックプライドの醸成につなげた。充実

した交通インフラなど本市の優位性・拠点性を活かし、文化による多様なネット

ワークの形成と活用に取り組んだ。 
 

施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（１）新潟市らしい文化を国内外へ発信 ３０ １４ １０ ６ 

 

交流人口拡大につながる潜在性が高く、新潟市らしさを

際立たせる「みなとまち文化」、「食文化」、「マンガ・アニ

メ」を中心に戦略的なプロモーションを国内外に展開し

ます。 

23 11 8 4 

質の高い舞台芸術や独自性の高いコンテンツの海外公

演や国内外への発信を支援します。 
1 1 0 0 

本市のアイデンティティの一つである「水と土」の文化を

市民と協働で掘り起し、磨き上げ、国内外へ発信しま

す。 
2 2 0 0 

本市の個性ある文化資源と他都市の文化資源がもつ共

通のコンセプトにより「点」から「線」、「線」から「面」へと

つなぐ、文化による広域連携を推進します。 
4 0 2 2 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（１１）、観光・国際交流部（４）、経済部（２）、農林水産部（７）、 

都市政策部（１）、北区（１）、中央区（２）、秋葉区（１）、南区（１） 

 

【主な事業】 

●「みなとまち文化」、「食文化」、「マンガ・アニメ」を中心に戦略的なプロモーションを展開 

・にいがたアニメ・マンガフェスティバル（がたふぇす）の開催（文化政策課） 

・新津鉄道資料館の魅力創造事業（歴史文化課） 

・食文化創造都市推進事業（食と花の推進課） 

・料亭の味と芸妓の舞（中央区地域課） ほか 

●質の高い舞台芸術や独自性の高いコンテンツの海外公演や国内外への発信支援 

・舞踊事業 新潟発創造事業（文化政策課）（再掲） 

●「水と土」の文化を市民と協働で掘り起こし、磨き上げ、国内外へ発信 

・水と土の宝物活用事業（市民プロジェクト・こどもプロジェクト）（文化政策課）（再掲） ほか 

●本市の個性ある文化資源と他都市の文化資源がもつ共通のコンセプトにより、文化による

広域連携を推進 

・日本遺産を通じた地域活性化（歴史文化課） 

・新潟市歴史博物館と西安博物院との交流（歴史文化課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む。 
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施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（２）国内外の創造都市との交流を深める ７ ３ １ ３ 

 

東アジア文化都市のネットワークや「創造都市ネットワー

ク日本（CCNJ）」など、本市の有する国内外の都市間ネ

ットワークを結びつけることにより、北東アジアにおける

文化交流拠点としての役割を果たしていきます。 

2 2 0 0 

姉妹・友好都市や国内外の交流協定都市、東アジア文

化都市選定都市との、市民団体や文化施設が主体の

文化交流を支援するとともに、都市間での文化交流を

推進します。 

5 1 1 3 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（５）、観光・国際交流部（１）、南区（１） 

 

【主な事業】 

●都市間ネットワークの連携強化と拡大 

・東アジア文化都市交流事業（文化政策課） 

・創造都市ネットワーク関連事業（文化政策課） ほか 

●姉妹・友好都市や交流協定都市、東アジア文化都市と市民団体・文化施設の交流支援 

・日仏文化交流事業（文化政策課） 

・京都・奈良文化交流事業（文化政策課） 

・姉妹・友好都市等との交流推進（国際課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む。 
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【基本方針３】文化の力を活用して都市の活力創出と成長を目指します 

○ 本市独自の文化の力を観光や産業、福祉などの他分野において活用し、交流人口

の拡大や地域産業活性化、介護予防など社会や地域の課題解決に取り組んだ。 
 

施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（１）文化創造の力を活かした交流人口拡大と地

域経済活性化 
１４ ９ ３ ２ 

 

本市の個性ある文化資源と他都市の文化資源がもつ共

通のコンセプトにより「点」から「線」、「線」から「面」へと

つなぐ、文化による広域連携を推進します。 
6 2 2 2 

本市の拠点性や文化資源を活かしたＭＩＣＥの誘致を推

進します。 
１ 1 0 0 

新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）を国際文化交流

の拠点と位置付け、国内外への発信力の高い国際的な

文化交流事業を推進します。 
1 1 0 0 

文化芸術の創造性を活かした新たな産業と雇用の創出

を促進します。 
6 5 1 0 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

文化スポーツ部（７）、観光・国際交流部（１）、経済部（３）、農林水産部（３） 

 

【主な事業】 

●本市の個性ある文化資源と他都市の文化資源がもつ共通のコンセプトにより、文化による

広域連携を推進【再掲 基本方針 2（1）】 

・日本遺産を通じた地域活性化（歴史文化課）（再掲） 

・レストランバスなどを活用したコンテンツ開発（食と花の推進課） ほか 

●本市の拠点性や文化資源を活かした MICE の誘致を推進 

・文化関連イベント等誘致受入支援事業（観光推進課） 

●りゅーとぴあを国際文化交流の拠点と位置付け、国内外へ発信力の高い国際的な文化交流

事業を推進 

・舞踊事業新潟発創造事業（文化政策課）（再掲） 

●文化芸術の創造性を活かした新たな産業と雇用の創出 

・情報通信関連産業立地促進事業補助金（企業誘致課） ほか 

  ※事業数には再掲を含む。 
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施策の方向性 
事業数

※ 
実施 

一部 

実施 
未実施 

（２）社会や地域の課題解決に文化芸術を活用 ２０ １６ ４ ０ 

 

本市全体の施策がより効率的・効果的に推進することを

目指し、市民の生活に密着するあらゆる分野の施策に

おいても文化芸術を多面的に活用します。 
11 8 3 0 

社会や地域の課題解決に向けて、教育、保健、福祉、

環境、地域コミュニティ活性化など様々な分野で、市

民、ＮＰＯ、企業、大学など多様な主体が取り組む文化

芸術を活用した活動を積極的に支援します。 

6 6 0 0 

超高齢社会における心豊かな生活の質の向上と健康

寿命の延伸に文化芸術活動を活用する可能性を探り、

取り組みを推進します。 

1 0 1 0 

文化芸術のもつ創造性を活用し、市民の文化芸術活動

を発展させ、地域の課題解決に取り組む人材を育成し

ます。 
2 2 0 0 

【関係部・区】（ ）内は事業数 

市民生活部（１）、文化スポーツ部（１２）、福祉部（３）、経済部（１）、秋葉区（２）、 

教育委員会（１） 

 

【主な事業】 

●市民の生活に密着するあらゆる分野の施策に文化芸術を多面的に活用 

・文化芸術による共生社会推進事業（文化政策課）（再掲） 

・若者の文化活動推進交流会「カルチャーMIX フェスタ」（地域教育推進課） ほか 

●社会や地域の課題解決に向けて、さまざまな分野で、多様な主体が取り組む文化芸術を

活用した活動を支援 

・地域活動補助金（市民協働課） 

・新潟薬科大学との連携による持続可能なまちづくり（秋葉区地域総務課） ほか 

●超高齢社会における心豊かな生活の質の向上と健康寿命の延伸に文化芸術活動を活用 

・シニアはつらつにいがた総おどり事業（高齢者支援課） 

●文化芸術のもつ創造性を活用し、地域の課題解決に取り組む人材を育成 

・水と土の宝物活用事業（市民プロジェクト）（文化政策課）（再掲） 

・（財）新潟市芸術文化振興財団運営費補助金 アーツカウンシル新潟（文化政策課） 

  ※事業数には再掲を含む。 


